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2010
年度

⽔⼒ 8.8
〜9.2％程度

⾵⼒ 1.7％程度

地熱 1.0
〜1.1％程度

太陽光
7.0％程度

ﾊﾞｲｵﾏｽ
3.7〜4.6％程度

2030
年度

ベースロード⽐率
︓56％程度

10,650億kWh
（電⼒需要＋送配電ロス等）

＜電源構成＞

⽕⼒全体︓65％
ＬＮＧ 29％
⽯油 9％
⽯炭 28％

原⼦⼒ 25％

再エネ 9％

2019
年度

再エネ 18%

原⼦⼒ 6％

原⼦⼒
22〜20％程度

⽕⼒全体︓56％程度
ＬＮＧ 27％程度
⽯油 3％程度
⽯炭 26％程度

再エネ
22〜24％程度

⽕⼒全体︓76％
ＬＮＧ 37％
⽯油 7％
⽯炭 32％

⾵⼒ 0.7％

地熱 0.3％

太陽光
6.7%

ﾊﾞｲｵﾏｽ 2.6％

⽔⼒
7.8%

「エネルギーミックス」実現への道のり

出典）総合エネルギー統計(2019年度確報値)等を基に資源エネルギー庁作成

※バイオマスはバイオマス⽐率考慮後出⼒。
※改正FIT法による失効分（2020年12⽉時点で確認できているもの）を反映済。
※地熱・中⼩⽔⼒・バイオマスの「ミックスに対する進捗率」はミックスで⽰された値の中間値
に対する導⼊量の進捗。

(kW) 導⼊⽔準
(20年12⽉)

FIT前導⼊量
＋FIT認定量
(20年12⽉)

ミックス
(2030年度)

ミックスに
対する

導⼊進捗率

太陽光 6,000万 8,000万 6,400万 約94%

⾵⼒ 450万 1,240万 1,000万 約45%

地熱 60万 64万 140〜
155万 約41%

中⼩
⽔⼒ 980万 999万 1,090〜

1,170万 約87%

バイオ 490万 1,030万 602〜
728万

約74%
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 電気料⾦に占める賦課⾦割合は、2019年度実績では、産業⽤・業務⽤15%、家庭⽤11%。

国⺠負担の増⼤と電気料⾦への影響
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（注）発受電⽉報、各電⼒会社決算資料等をもとに資源エネルギー庁作成。
グラフのデータには消費税を含まないが、併記している賦課⾦相当額には消費税を含む。
なお、電⼒平均単価のグラフではFIT賦課⾦減免分を機械的に試算・控除の上で賦課⾦額の幅を図⽰。

賦課⾦
＜旧⼀般電気事業者の電気料⾦平均単価と賦課⾦の推移＞（円/kWh）

電⼒料
産業⽤
業務⽤

0.22円
相当

（1%）

0.35円
相当

（2%）

0.75円
相当

（3%）
1.58円
相当

（8%）2.25円
相当

（12%）

( )内は電気料⾦に占める賦課⾦の割合

2.64円
相当

（14%）

2.90円
相当

（15%）

電灯料
（家庭⽤）

0.22円
相当

（1%）

0.35円
相当

（1%）

0.75円
相当

（3%）

1.58円
相当

（6%） 2.25円
相当

（9%）

2.64円
相当

（10%）

賦課⾦2.90円
相当

（11%）

（円/kWh）

2030
年度

2012
年度

2019
年度

再エネ⽐率 23.6%
買取費⽤総額 4.0兆円
賦課⾦総額 約3兆円

再エネ⽐率 +8.1%

再エネ⽐率 +5.5%

再エネ⽐率 10%

（注）2019〜2021年度の買取費⽤総額・賦課⾦総額は試算ベース。

2021
年度

買取費⽤総額 3.8兆円
賦課⾦総額 2.7兆円

再エネ⽐率 18.1%
買取費⽤総額 3.6兆円
賦課⾦総額 2.4兆円

2.95円
相当

（15%）

2.95円
相当

（11%）



○賦課⾦減免制度は、電⼒多消費事業者の国際競争⼒の維持・強化の観点から、以下の要件を満たす事
業者の賦課⾦負担額を減額する制度。
①電気使⽤量(kWh)÷売上⾼(千円)の値が製造業平均の８倍、⾮製造業平均の14倍（＝5.6）を超え
ること
②申請事業所の申請事業における電気使⽤量が年間100万kWhを超えること。

○賦課⾦が上昇する中、減免対象とならない家庭や中⼩事業者の理解を得つつ、制度を継続するために、
2016年のＦＩＴ法改正において、以下を⼿当て。
①「国際競争⼒維持・強化」という制度趣旨の明確化の観点から、減免率を分類
②省エネへの取組状況等に応じて、減免率を分類

認定事業者に対して適⽤される減免率
省エネの取組

優良 不⼗分※2

製造業等※１ ８割 4割

⾮製造業 4割 ２割

※１ 農業・林業、漁業、鉱業・採⽯業・砂利採取業については製造業の減免率と同等とする。
※２ 災害等のやむを得ない事情により、省エネの取組が不⼗分と評価された場合の救済措置あり。

賦課⾦減免制度について
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